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三重県教育委員会公印規則 (昭和33年三重県教育委員会規則第19号) 第２条の規定による公印を次のとおり改

刻しました｡
平成19年３月19日

三 重 県 教 育 委 員 会
第１

１ 公 印 名 三重県立宇治山田高等学校長印
２ 寸 法 方23ミリメートル
３ 印 影

４ 使 用 範 囲 公文書用
５ 使用開始日 平成19年４月１日
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規 則 ○ 三重県教育財産規則の一部を改正する規則 …………………………………… 学 校 施 設 室 １頁
告 示 ○ 三重県教育委員会公印規則による公印の改刻 ………………………………… 予 算 経 理 室 １頁

三 重 県 教 育 財 産 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 九 年 三 月 十 九 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 山 根 一 枝�������������
三 重 県 教 育 財 産 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 教 育 財 産 規 則 ( 昭 和 四 十 二 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 八 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 六 条 第 一 項 中 ｢ 第 二 百 三 十 八 条 の 四 第 四 項 ｣ を ｢ 第 二 百 三 十 八 条 の 四 第 七 項 ｣ に 改 め る 。

第 二 十 一 条 中 ｢ 総 務 局 長 ｣ を ｢ 総 務 部 長 ｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 十 一 条 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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